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「配分金等の計算方法、就業報告書・履行確認書の書式が 

令和５年度から変わります!! 
☆請負の配分金の計算方法の変更 
令和 5 年 4 月 1 日からは、これまでの時間単価を参考にする計算方法から作業量による計算方法になります。 

例えば、草刈の面積 1,000 ㎡場合、7 時間かかるとすると、見積額（金額はすべて消費税込み）は 

これまで・・・・・・・時間単価を参考にしながら計計算すると→1 時間当たり配分金単価 1,110 円×7 時間=7,770 円 

事務費 7,770 円（配分金）×15%=1,166 円（四捨五入）これに草刈機代 220 円×7 時間＝1,540 円を加算

して計算すると、見積額は 10,476 円となります。 

令和 5 年 4 月から・・ 原則として、作業量による計算となります。例えば、仮に 1 ㎡当たり単価 10 円（配分金・草刈機代・事 

務費等含む）とすると、作業時間に関係なく、10 円×1,000 ㎡＝10,000 円これが見積額となります。 

☆事前見積りが必要 
上記計算方法によって作成した見積書を発注者に事前に提示し、承諾を得て作業を行い、その見積金額で作業を行うことになりま

す。（請負ですので、作業時間の長短での金額の変動はありません。） 

大まかな流れは次のとおりです。     

発注者からの依頼 

                    ↓ 

現場確認の後「見積書」を作成し、発注者へ提示 

※仕事の依頼があったら、   

・リーダーは依頼のあった作業をする会員を決定し、会員間の配分金の分配方法ついての協議・決定をします。 

・作業量（例えば、草刈は 1 ㎡単価 樹木 1 本単価等）により見積書を作成し、発注者へ提示します。 

（リーダーを中心に事前に現場確認をし、見積りを行います。） 

                    ↓ 

発注者の承諾後、作業開始 

                       ↓ 
※作業開始前に必ず「就業点検表」を記入しながら安全確認 

作業終了  

↓  
※終了後、直ちに就業会員は就業報告書（新様式）をリーダーに提出します。 

                       ↓ 

発注者に履行確認をもらう。（リーダーが代表で） 

※リーダーは、発注者から履行確認書（新様式 1 枚で作業会員全員分一括確認）に 

署名又は確認印をもらいます。 

                       ↓ 

履行確認書・就業報告書の提出 

※リーダーは、上記履行確認書及び作業したすべての会員の就業報告書を一緒に 

シルバー人材センターへ速やかに提出します。 

                       ↓ 

配分金等のお支払い（口座振込） 

※事前に提出した「見積書の金額」の中から配分金・立替材料費を就業会員で分配します。（見積時に決定した会員間の配分金の分配

方法によって会員へお支払い） 今回の変更に伴い、これまで以上にリーダー・作業を行う会員さんと事務局との連携が必要となり

ますので、ご協力をよろしくお願い致します。 
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弥 生 
 (公社) 益田市シルバー人材センター 

電話 24-2190  Fax 22-4543 

メール masuda@sjc.ne.jp 
事務局だより 

第 11回定時総会を 6月 13日（火）13時から 

益田市総合福祉センター（須子町）で開催します。  

 たくさんの会員さんのご参加をお願いいたします。（コロナにより変更する場合があります。） 
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す
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(公社）益田市シルバー人材センター

年 月 日

リーダー名 就業人数

〔就業前ミーティング事項〕

① 体調不良：なし・あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

② 今日の作業の注意点：

③

休憩　　　　　　　　回　　　　/　　水分補給　　　した　　・　　しない

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

③

①

②

③

④

※ 就業前に必ずミーティングを行って下さい。

※ 就業の前後に現場の確認を行って下さい。

※ 事故が発生した時は、ただちにセンターへ連絡して下さい。　

安全保護具（手袋・安全帯等）

〔 剪 定 作 業 〕

（公社）益田市シルバー人材センター　☎ 24-2190

発 注 者

就業場所

作業内容

作 業 班

作業方法

三角脚立の使用前の点検（破損、開き止め）

その他連絡事項：

一般の通行人・通行車輛へ配慮すること。　標識・コーンの設置や、監視
人を立てること。

飛び石対策
住宅の窓ガラスを割らないよう防護ネット、シート等を準備する。　周
辺の駐車車輛の移動をお願いする。

トリマー、チェンソー、ブロアーなど機械の作業前点検

刈払機の点検（ハーネス、刈刃の欠け・緩み、飛散防止カバー）

保護眼鏡、防振手袋

上下作業、近接作業の禁止（15m以上）を全員へ周知する。

〔 草 刈 作 業 〕

脚立の設置場所の確認

就業開始前に、作業に伴う危険に関する情報をお互いに出し合って共有
化する。

就 業 前 点 検 表

就業日

ヘルメット（剪定・伐採・草刈・大工・土木、その他清掃等高所作業）

蜂の巣の有無を確認（概ね7～11月頃）

チェック欄

履物（安全靴・地下足袋・長靴・運動靴）

作業に適した服装（長袖・長ズボン）

〔 共 通 事 項 〕
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今年度の事故の発生状況 11 件（昨年 14件） 令和 5 年 2 月１６日現在  

事故の内訳は、交通事故 3 件（昨年 2 件）、傷害事故 3 件（昨年 4 件）、物損事故 5 件（昨年７件）  

労災 0 件（昨年 1 件）   ※物損・傷害事故件数については交通事故によるものを含みます。 
昨年度から事故の発生件数が 10 件を超えています。特に交通事故が増加傾向にあります。「車のキーや免許証をなどを探し回るこ

とがある。道路標識の意味が思い出せないことがある。アクセルとブレーキを間違えることがある。曲がる際にウインカーを出し忘れ

ることがある。」このような経験が度々ある方は運転時認知障害の可能性があります。病院で受診をしましょう!! 

インボイス制度への対応・・・・・材料の購入先について（お願い） 

今年 10 月からのインボイス制度開始に伴い、4 月以降会員さんが、墓掃除で花を購入、除草剤を購入する等、作業材料を購入される時は、適格

請求書発行事業者（適格請求書を発行する事業者）のお店での購入をお願いします。この適格請求書発行事業者の発行する領収証でないと、シルバー

人材センターは仕入控除ができず、消費税負担が発生します。大方の事業者は適格請求書発行事業者ですが、極めて零細な個人事業所等でそうで

ない場合があると思われます。（ジュンテンドー、ナフコ、コメリ、キヌヤ等は当然に適格請求書発行事業者です。）材料購入の際、お店にインボ

イス対応店かどうかご確認ください。尚、領収証の宛先は、お支払いをされた会員さんのお名前（例 益田太郎）にしてください。 

令和 5年度に向けて作業別会議を開催!! 

4 月からの配分金等の計算方法・就業報告

書・履行確認書の変更、作業事故防止、インボ

イス制度への対応等について、草刈、剪定、清

掃等の作業別会議を 3 回にわたり行いました。 

 

 

 

2月 15日 草刈班会議 於 市民学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

2月 16日 剪定班会議 於 人材センター 

 

 

 

 

 

 

 

2月 20日 室内清掃・公園清掃・草取り 

    ふれあい収集等業務担当会議 

於 益田市総合福祉センター 

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

☎ 
24-2190 
担当  吉村

まで 

 

 


